
【第２回飯岡保育園保護者説明会】 

◆ 日時  平成 23年２月４日（金）午前 11時 30分から 

◆ 場所 飯岡保育園 

◆ 出席者 飯岡保育園保護者 約 75人 

◆ 内容                                                      

保 ⇒ 保護者 

市 ⇒ 市役所 

 

＊＊＊児童福祉課長あいさつ，市役所出席職員紹介＊＊＊ 

 

【盛岡市立保育所民営化計画・第２次民営化実施計画，盛岡市立飯岡保育園民営化の経

過と今後のスケジュールについて説明】 

市 質疑の前に，あらかじめ質問が寄せられているので，先にお答えする。 

市 一つ目は「民営化されると暖房費など別に徴収されることがあるのか」という質問だ

が，通常はこのようなことはない。もし特別の理由があるときは保護者会と協議してか

ら実施していただくこととなる。 

  二つ目は「民営化になって得することはあるのか」という質問だが，先ほどの民営化

実施計画にもあったが，飯岡保育園の場合は，（１）８時までの延長保育，（２）子育て

支援センターの設置，（３）定員の拡大（乳児の増）ということになる。 

  三つ目の「職員が替わることでの子どもたちへの影響」については，来年の４月に法

人から派遣される職員と，市の職員が一緒になって，合同保育を 1 年間行って引き継ぐ

ことにしている。保育内容はもちろん，行事関係等も現在と変わらず引き継ぐこととし

ているので，スムーズに移管されると考えている。 

保 引継ぎ期間中の保育士の人員はどうなのか。 

市 飯岡保育園は定員 120 名で０歳児クラスもあることから，本宮保育園と同じような形

態になると思う。４月に主任を含め４名が派遣されてそれぞれクラス担任となる。また

10 月には更に３名の保育士が派遣され合計７名となり，３月の年度末まで引継ぎ保育と

して市職員と一緒に保育に携わる。 

保 特別保育についての希望はあったのか。 

市 希望は特に取っていない。市としては今入園している人だけでなく，これから入って

くる人のことも考えて，この民営化にあわせて実施しようとするものである。 

保 民営化になった津志田，なかの保育園の特別保育利用状況はどのくらいか。 

市 津志田保育園の日曜日の利用は 10名くらいで，８時までの延長保育は最初１～２名だ

ったが，今は徐々に増えてきている。なかの保育園は昨年 1 年目であったが８時までの

延長は５～６名ほどであった。 

保 派遣保育士は何名か。 



市 津志田保育園，なかの保育園の例では，90 人定員であり両園とも 5 クラスであったの

で，４月には主任を入れて３人，10 月にはさらに３人の合計６人であった。移管後の４

月にはこの保育士たちがクラス担任となって保育に携わる。１年の引継ぎ保育期間とい

うのは全国的に見ても長期間のほうで，短いところなどは３か月というところもある。 

市 本宮保育園では移管計画を策定しており，４月から主任保育士を含め４名，更に 10月

から３名の計７名の引継保育士の派遣を計画している。飯岡保育園でも移管計画を作成

して，皆さんと協議しながら進めていく予定である。 

保 給食の関係での栄養士や調理の引継ぎも行うのか。 

市 給食関係についても時期をみて，引継ぎをしていくことになる。 

保 現在は手作りおやつを中心にやっていただいている。これも引き継いでもらえるのか。 

市 それについても給食と同じく引き継いでもらう予定である。 

保 本日の資料は流れだけみたいなもので，前回はもっと資料がたくさんあったが結構難

しい。こういった参加人数の多いときに，もっとわかりやすい資料を配るよう検討して

いただきたい。 

市 前回はパワーポイント等での説明で資料も結構ボリュームがあった。後日，保護者に

配布したい。分かりやすい資料作成ということについては，少し検討させていただきた

い。 

保 移管先は県内の法人ということか。 

市 今までの例での募集資格は，岩手県内の社会福祉法人で今現在保育園を運営している

法人となる。 

保 ２つほどお聞きする。保育料はどうなるか。保育士の数はどうなるのか。 

市 私立でも公立でも盛岡市の認可保育所ということで，今までと同じである。保育士の

数は国の基準があり，これを守らなければならない。定員が 130 名となったときに保育

士の数は増えるだろうが，基本的には今と同じと考えていただきたい。 

市 それではその他ですが，皆様の方からなにかありませんか。 

  では市の方から連絡事項をする。次回の説明会は，先ほど４月の上旬と申し上げたが，

４月から新しく入られる方々もいるので，保護者会長さんと日程を調整して後日お知ら

せすることとする。 

市 それでは，本日の内容につきましては市のホームページに掲載する。そのほかに簡単

な会報的なちらし（保護者だより）を配布する。 

  


